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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針案について

平成29年２月
農林水産省
経済産業省
国土交通省

Ⅰ 趣旨
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成28年法律第48号。以下

「法」という。）の規定に基づき、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する
基本方針を制定する。

Ⅱ 概要
１ 前文

我が国又は外国における違法な森林の伐採（以下「違法伐採」という。）及
び違法伐採に係る木材の流通は、地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物
の供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼすおそれがあり、また
、木材市場における公正な取引を害するおそれがあることから、我が国ではこ
れまで各般の違法伐採に対する取組を進めてきている。
我が国は、平成18年２月に、国等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律（平成12年法律第100号）に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本
方針（平成13年３月９日環境省告示第11号。以下「グリーン購入法基本方針」
という。）を改定するとともに、木材・木材製品の供給者が合法性、持続可能
性を適切に証明できるよう、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明の
ためのガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を作成し、持続可能
性が配慮され、及び合法性が証明された木材・木材製品を政府調達の対象とし
ている。
今後、政府調達の対象物品を取り扱う事業者だけでなく、木材関連事業者（

法第２条第３項に規定する木材関連事業者をいう。以下同じ。）が、合法伐採
木材等（法第２条第２項に規定する合法伐採木材等をいう。以下同じ。）の利
用を確保していくことにより、我が国の違法伐採に対する取組が自然環境の保
全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の
環境の保全に資するものとなるようにしていくことが必要である。

２ 合法伐採木材等の流通及び利用の促進の基本的方向
木材関連事業者は、自らが取り扱う木材等（法第２条第１項に規定する木材

等をいう。以下同じ。）の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の法令
に適合して伐採されたことの確認（以下「合法性の確認」という。）その他の
合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずるよう努める。
国は、合法性の確認に必要な情報提供等の体制整備を進め、合法伐採木材等

の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる多数の木材関連事業者に
ついて登録実施機関（法第８条に規定する登録実施機関をいう。以下同じ。）が
行う登録が促進されるよう、合法伐採木材等の流通及び利用を促進する意義に
ついて国民の理解を深めるよう努める。

３ 合法伐採木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項
（１）合法伐採木材等の利用を確保するための措置の対象となる木材等は、木
材（１度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの
及びこれらを材料とするものを除く。以下同じ。）及び当該木材を加工し
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、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品としている。
木材には、「丸太」、「ひき板及び角材」、「単板及び突き板」、「合

板、単板積層材及び集成材」並びに「木質ペレット、チップ及び小片」が
該当する。
また、法の対象とする家具、紙等の物品については、グリーン購入法基

本方針の特定調達品目（ガイドラインに基づく取組が調達の要件となって
いるものに限る。）を踏まえ、当該品目のサプライチェーンの実態、合法
伐採木材等の利用を確保するための措置の実施状況等を勘案し、合法伐採
木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則案（以下「規則案」と
いう。）Ⅱの２に規定しているとおりである。
法の対象とする木材等については、今後、法の施行の状況等を踏まえて

見直すこととする。
（２）木材関連事業者は、第一種木材関連事業（規則案Ⅱの１の（１）に規定
する第一種木材関連事業をいう。以下同じ。）を行う者と第二種木材関連
事業（規則案Ⅱの１の（２）に規定する第二種木材関連事業をいう。以下
同じ。）を行う者の両者に区分される。
また、同一の事業者であっても、部門や業務により第一種木材関連事業

を行う部門又は業務と第二種木材関連事業を行う部門又は業務に分かれる
場合もある。この場合、それぞれの部門又は業務ごとに、第一種木材関連
事業を行う者又は第二種木材関連事業を行う者として、合法伐採木材等の
利用を確保するための措置を実施することとなる。
なお、樹木の所有者及び樹木を伐採する事業者は木材関連事業者ではな

いが、合法性の確認に必要な情報を有している者であることから、合法伐
採木材等の流通及び利用を促進するために不可欠な者である。これらの者
も、これまで、 ガイドラインに基づく合法証明の取組を進めてきたとこ
ろであり、木材関連事業者は、当該取組も活用し、合法伐採木材等の利用
を確保するための措置に必要な情報の収集を行うことが必要である。

（３）合法性の確認は、第一種木材関連事業において最初に行われることとな
るため、合法伐採木材等の流通及び利用を促進する観点から、第一種木材
関連事業における合法性の確認が特に重要となる。一方で、第二種木材関
連事業においては、第一種木材関連事業において合法性の確認が行われた
木材等を再確認することとなる。よって、両者における合法性の確認の方
法は異なる。
また、合法性の確認が木材関連事業者の過大な負担とならないよう、合

法性の確認の信頼性及び簡明性を担保し、合法伐採木材等を適切なコスト
で容易に入手できる供給体制を整えていくことが重要である。
なお、合法性の確認の信頼性及び簡明性の担保の一環として、木材関連

事業者は、ガイドラインに基づく「森林認証制度及びＣｏＣ認証制度を活
用した証明方法」、「森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者
が行う証明方法」及び「個別企業等の独自の取組による証明方法」並びに
都道府県等による森林や木材等の認証制度も合法性の確認に活用できるこ
ととする。
① 第一種木材関連事業における合法性の確認は、木材関連事業者の合法
伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省
令案（以下「判断基準案」という。）Ⅱの１の（１）又は（２）の方法
により行う。Ⅱの１の（１）又は（２）の方法により合法性の確認がで
きない場合には、２の（１）又は（２）のいずれかの措置を実施するこ
ととする。
② 第二種木材関連事業における合法性の確認は、判断基準案Ⅱの１の（
３）の方法により行う。
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（４）国は、木材関連事業者が行う合法伐採木材等の利用を確保するための措
置の実施を促進するため、次に掲げる措置を実施する。
① 国は、登録実施機関を登録し、登録実施機関に対して命令その他の必
要な措置を行うことができる。また、木材関連事業者の登録実施機関へ
の登録が促進されるよう、登録制度の周知、登録木材関連事業者（法第
13条に規定する登録木材関連事業者をいう。以下同じ。）による取組の
うちその状況が優良なものの情報の収集及び公表を行うとともに、木材
関連事業者のほか消費者まで幅広く情報の提供及び普及を行う。
特に、我が国の木材等の流通において合法性の確認を最初に行う第一

種木材関連事業を行う者が登録を受け、合法伐採木材等の利用を確保す
るための措置を適切かつ確実に講ずることが重要である。このため、国
及び関係団体において第一種木材関連事業を行う者の登録を促す取組を
重点的に行い、第一種木材関連事業を行う者が登録を受ける場合は、第
一種木材関連事業に係る全ての事業部門、事務所、工場及び事業場並び
に木材等の種類について、合法伐採木材等の利用を確保するための措置
を講ずることとする。
また、国内外の木材等のサプライチェーンの複雑さを考慮すると、可

能な限り多くの木材関連事業者が登録を受けることが望ましい。そのた
め、木材等の購入先が多岐にわたる場合が多い第二種木材関連事業を行
う者が登録を受ける場合は、第二種木材関連事業に係る部門、事務所、
工場若しくは事業場又は木材等の種類ごとに合法伐採木材等の利用を確
保するための措置を講ずることを認めることにより、登録を促す。
登録実施機関は、国の定めるところにより、登録木材関連事業者から

、少なくとも毎年１回報告を徴収するとともに、登録木材関連事業者が
登録に係る事業の範囲において合法伐採木材等の利用を確保するための
措置を適切かつ確実に講じていること等について、確認の必要があると
登録実施機関が認める場合には、質問その他の方法により調査を行うこ
とを、登録木材関連事業者と取り決める。また、登録実施機関は、当該
報告又は当該調査の結果、必要があると認められるときは、登録木材関
連事業者に必要な措置を請求し、登録木材関連事業者が合法伐採木材等
の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる者と認められない
場合は、登録の取消しができる。
② 国は、木材関連事業者が行う合法性の確認に必要な国内外の木材等の
生産及び流通の状況並びに我が国及び原産国の森林の持続可能な利用に
関する法令、貿易等に関する法令その他木材等の適正な流通の確保に関
する法令に関する情報を幅広く収集し、インターネット等の媒体を通じ
て提供する。当該情報の収集及び提供を継続的に行うとともに、合法性
の確認の質を高め、量を増やしていく等環境整備を進めることにより、
木材関連事業者による合法伐採木材等の利用を確保するための措置の深
化及び効率化を図っていく。
また、国は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するため必要があ

ると認めるときは、木材関連事業者に対し、必要な指導及び助言を行い
、法の施行に必要な限度において、報告徴収及び立入検査を行う。

４ 合法伐採木材等の流通及び利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項
合法伐採木材等の流通及び利用の促進は、森林の有する国土の保全、水源の

涵養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多
か ん

面にわたる機能が持続的に発揮され、もって地域及び地球の環境の保全に資す
るという意義を有する。
これらの意義について、国は、木材関連事業者、関係団体等との連携協力の
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下、広く国民への普及及び啓発を図る。
具体的には、セミナーの実施、パンフレットの配布、インターネット等の媒

体を通じた情報の提供等を通じて、教育活動や広報活動等に取り組む。

５ その他合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する重要事項
（１）国は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に当たっては、木材関連事
業者や合法伐採木材等への需要の転換に寄与する活動を行う事業者、民間
の団体、消費者等の幅広い関係者を集め、合法伐採木材等の利用促進に向
けた普及啓発、合法伐採木材等の需給状況の把握、違法伐採の問題に関す
る意見交換等に取り組む。
また、国は、国際熱帯木材機関を始めとする国際機関と連携して、木材

生産国における森林に関連する法令の執行能力の向上に貢献するとともに
、主要な木材生産国との間で、違法伐採の問題に関する情報交換及び意見
交換を行う等、原産国における違法伐採の抑止のための国際的な連携の確
保及び国際協力を進める。併せて、民間レベルにおいても、国内の関係団
体と海外の関係団体との間において、合法伐採木材等の流通及び利用の促
進に関する情報交換を推進する。

（２）国は、法の施行後５年を目途として、法の施行の状況について検討を加
え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされており、本基本方
針についても、その結果に基づき必要な場合には見直しを行う。

Ⅲ 施行日
平成29年５月20日（法の施行日と同じ）後に行う法第３条第３項の規定による
協議が整い次第、速やかに施行


